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国定公園及び県立自然公園普通地域内における措置命令等に関する処分基準 

                   

        令和４年４月１日 自 第 １０８３ 号 兵庫県環境部長通知 

 

 自然公園法（昭和 32 年６月１日号外法律第 161 号。以下「法」という。）第 33 条

第１項及び兵庫県立自然公園条例（昭和 38 年７月５日条例第 80 号。以下「条例」と

いう。）第 11 条第１項の届出を要する行為のうち、国定公園及び県立自然公園の普

通地域の風景（植物、動物、地質、鉱物、大気、水等の自然物若しくはこれらに基づ

く自然現象若しくはこれらを包む自然環境又はこれらが醸し出す雰囲気をいい、清浄

な大気、野鳥の可憐な鳴き声等又は自然環境と調和しこれと一体をなしている史蹟、

遺構等の文化景観を含む。以下同じ。）の保護上、大きな影響を与える可能性のある

行為について、法同条第２項及び条例同条第２項に基づき、その行為を禁止し、若し

くは制限し、又は必要な措置をとるべき旨を命ずること（以下「措置命令等」という｡)

に際してよるべき基準を次のとおり定めたので、当該行為に対する指定命令等に関し

ては本基準によるほか、本基準の内容を地域の自然的、社会的条件に応じて具体化し

た国定公園及び県立自然公園管理運営計画（｢国立公園管理運営計画作成要領につい

て｣(令和４年４月１日付け環自国発第 220000000 号自然環境局長通知）に基づき定め

られた国定公園及び県立自然公園管理運営計画をいう。) の許可、届出等取扱方針

（以下「取扱方針」という｡）に基づき適切な対応をとるものとする。 

なお、本基準及び取扱い方針に関わらず、国定公園及び県立自然公園の風景を保

護するために必要であると認めるときは、措置命令等を行うことができる。 

 

１ 鉄塔の新築、改築及び増築 

高さ30メートルを超える鉄塔は、周辺の広範な地域から極めて望見されやすい

ため、自然風景に大きな影響を与える場合がある。 

このため、次の全てに適合するかどうかについて審査し、風景を保護するため

に必要があると認められる場合は、措置命令等を行うものとする。ただし、学術

研究その他公益上必要であり、かつ、届出に係る場所以外の場所においてはその

目的を達成することが困難と認められるものについてはこの限りでない。 

(1) 当該工作物が主要な展望地から展望する場合の著しい妨げにならないこ

と。 

(2) 当該工作物が山稜線を分断する等重要な眺望の対象に著しい支障を及ぼす

ものでないこと。 

(3) 当該工作物の色彩及び形態がその周辺の風景と著しく不調和でないこと。

ただし、特殊な用途の工作物については、この限りでない。 

 

高さ30メートルを超える風力発電施設については、特にプロペラ式の風車を伴

う場合、周辺の広範な地域から極めて望見又は注視されやすく、野生生物に影響

を及ぼす可能性があるため、自然風景に大きな影響を与える場合がある。 

このため、次の全てに適合するかどうかについて審査し、風景を保護するため

に必要があると認められる場合は、措置命令等を行うものとする。 
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(1) 以下の規定によること。ただし、学術研究その他公益上必要であり、か

つ、届出に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することが困難と

認められるものについてはこの限りでない。 

ア 当該風力発電施設が主要な展望地から展望する場合の著しい妨げにならな

いものであること。 

イ 当該風力発電施設が山稜線を分断する等重要な眺望の対象に著しい支障を

及ぼすものでないこと。 

(2) 当該風力発電施設の色彩及び形態がその周辺の風景と著しく不調和でない

こと。 

(3) 当該風力発電施設の撤去に関する計画が定められており、かつ、当該風力

発電施設を撤去した後に跡地の整理を適切に行うこととされているものであ

ること。 

(4) 当該風力発電施設に係る土地の形状を変更する規模が必要最小限であると

認められること。 

(5)野生動植物の生息又は生育上その他の風景の保護上重大な支障を及ぼすおそ

れがないものであること。 

また、発電事業終了後に放置されると、腐朽、破損等により、自然風景に大き

な影響を与える可能性が他の工作物に比べ極めて高い。このため、発電事業終了

後の撤去及びその跡地の整理について措置命令を行うものとする。 

なお、上記の運用に当たっては､ ｢国立・国定公園内における風力発電施設設置

のあり方に関する基本的考え方｣（平成16年２月環境省自然環境局）３(4)エを参

考にすること。 

 

２ 太陽光発電施設の新築、改築及び増築 

法第33条第１項及び条例第11条第１項の届出を要する規模の太陽光発電施設

は、周辺の広範な地域から極めて望見されやすいため、自然風景に大きな影響を

与える場合がある。 

このため、次の全てに適合するかどうかについて審査し、風景を保護するため

に必要があると認められる場合は、措置命令等を行うものとする。 

(1) 以下の規定によること。ただし、学術研究その他公益上必要であり、か

つ、届出に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することが困難と

認められるものについてはこの限りではない。 

ア 当該太陽光発電施設が主要な展望地から展望する場合の著しい妨げにな

らないものであること。 

イ 当該太陽光発電施設が山稜線を分断する等重要な眺望の対象に著しい支

障を及ぼすものでないこと。 

(2) 当該太陽光発電施設の色彩及び形態がその周辺の風景と著しく不調和でな

いこと。 

(3) 当該太陽光発電施設の撤去に関する計画が定められており、かつ、当該太

陽光発電施設を撤去した後に跡地の整理を適切に行うこととされているもの

であること。 
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(4) 当該太陽光発電施設に係る土地の形状を変更する規模が必要最小限である

と認められること。 

(5)野生動植物の生息又は生育上その他の風景の保護上重大な支障を及ぼすおそ

れがないものであること。 

(6) 当該太陽光発電施設の新築、改築及び増築による土砂及び汚濁水の流出の

おそれがないこと。 

(7) 植生の復元が困難な地域等（次のア～エに掲げる地域であって、その全部

若しくは一部について文化財保護法（昭和25 年法律第214 号）第109 条第１

項の規定による史跡名勝天然記念物の指定若しくは同法第110 条第１項の規

定による史跡名勝天然記念物の仮指定がされていること若しくは兵庫県文化

財保護条例（昭和39年４月１日条例第58号）第31条第１項の規定若しくは市

町の文化財保護に関する条例の規定による史跡名勝天然記念物の指定がされ

ていること又は学術調査の結果等により、特別保護地区又は第１種特別地域

に準ずる取扱いが現に行われ、又は行われることが必要であると認められる

ものをいう。）内において行われるものでないこと。 

ア 風衝地、湿原等植生の復元が困難な地域 

イ 野生動植物の生息地又は生育地として重要な地域 

ウ 地形若しくは地質が特異である地域又は特異な自然の現象が生じている

地域 

エ 優れた天然林又は学術的価値を有する人工林の地域 

また、法第 33 条第１項及び条例第 11 条第１項の届出を要する規模の太陽光発電

施設は、発電事業終了後に放置されると、腐朽、破損等により、自然風景に大きな

影響を与える可能性が他の工作物に比べ極めて高い。このため、発電事業終了後の

撤去及びその跡地の整理について措置命令を行うものとする。 

なお、上記の運用に当たっては､｢国立・国定公園内における大規模太陽光発電施

設設置のあり方に関する基本的考え方｣(平成 27 年２月環境省自然環境局）４を参

考にすること。 

 

３ 水面の埋立て又は干拓 

水面の埋立て又は干拓（以下「埋立て等」という｡）は、海岸部における自然風

景の根幹である海岸線を改変する行為であり、自然風景に大きな影響を与える場

合がある。 

このため、次のすべてに適合するかどうかについて審査し、風景を保護するた

めに必要があると認められる場合は、措置命令等を行うものとする。 

(1) 次に掲げる場所のいずれかにおいて行われるものでないこと。ただし、学

術研究その他公益上必要であり、かつ、届出に係る場所以外の場所において

はその目的を達成することが困難であると認められるものについてはこの限

りでない。 

ア リアス式海岸、砂浜等の優れた風景を有する自然海岸の地先水面 

イ 藻場、干潟、浅海等の優れた風景を有する水面 

ウ ア、イのほか、主要な展望地から見て、埋立て等により風景の保護上著
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しい支障が及ぼされると見込まれる水面 

(2) 埋立て等の規模及び形状が適切であると認められるものであること。 

(3) 埋立地又は干拓地において修景等が適切に行われる計画であること。 

(4) 埋立て等の工事に伴う汚濁が周辺水域へ拡散しない工法がとられているこ

と。 

(5) 廃棄物の埋立てによるものではないこと。 

 

４ 露天掘りによる鉱物の掘採又は土石の採取 

普通地域内において露天掘りにより行われる大規模な鉱物の掘採又は土石の採

取は、風景の根幹である地形の改変を伴うことが多く、自然風景に大きな影響を

与える場合がある。 

このため、眺望の対象に著しい支障を及ぼすかどうか、及び跡地の整理を適切

に行うこととされているかどうかについて審査し、山稜線の著しい改変を伴う場

合など風景を保護するために必要があると認められる場合は、措置命令等を行う

ものとする。ただし、次のいずれかに適合する場合については、この限りでな

い。 

(1) 法第33条第１項及び条例第11条第１項の規定による届出をして、現に露天

掘りによる鉱物の掘採又は土石の採取を行っている者がその掘採又は採取を

行っている土地に隣接した土地において生業の維持のために行うもの（(2)か

ら(4)までの規定の適用を受けるものを除く｡）にあっては、自然的、社会経

済的条件にかんがみ、掘採又は採取の期間及び規模が必要最小限であり、か

つ、跡地の整理を適切に行うこととされていると認められるものであるこ

と。 

(2) 河川にたい積した砂利を採取するものであって採取の場所が採取前の状態

に復することが確実であると認められるものにあっては、当該採取が河川の

水を汚濁する方法で行われるものでないこと。 

(3) 既に鉱業権が設定されている区域内における鉱物の掘採にあっては、露天

掘りでない方法によることが著しく困難であると認められるものであるこ

と。 

(4) 学術研究その他公益上必要であり、かつ、届出申請に係る場所以外の場所

においてはその目的を達成することが困難であると認められるものであるこ

と。 

 

５ 土地の形状変更 

大規模な土地の形状変更を伴う行為は、周辺の広範な地域から望見又は注視され

やすく、野生生物に影響を及ぼす可能性や、土砂運搬等の関連する行為により、周

辺に騒音等を継続的に発生させる等自然風景に大きな影響を与える場合がある。 

このため、届出に係る行為（道路の新築及び農林漁業のために反復継続して行

われるものを除く。）の場所の面積が１ヘクタール以上である場合又は届出に係

る行為がその延長が２キロメートル以上若しくはその幅員が10メートル以上とな

る計画になっている道路の新築である場合にあっては、措置命令等を行うものと



 5

する。この場合において、次のいずれかに該当するものについては、原則として

禁止するものとする。 

(1) 盛土、切土等による土地の形状変更及びそれに附帯して設置する構造物に

より主要な展望地から展望する場合の著しい妨げになるもの。 

(2) 盛土による土地の形状変更及びそれに附帯して設置する構造物により山稜

線を分断すること、切土による土地の形状変更により山稜線の形状を変更す

ること等重要な眺望の対象に著しい支障を及ぼすもの。 

(3) 盛土、切土等による土地の形状変更及びそれに附帯して設置する構造物に

より、色彩及び形態がその周辺の風景と著しく不調和であること。 

(4) 土地の形状変更する規模が最小限であると認められないこと。 

(5) 当該土地の形状変更による土砂及び汚濁水の流出のおそれがあること。 

(6) 野生動植物の生息又は生育上その他の風景の保護上重大な支障を及ぼすお

それがあること。 

(7) 植生の復元が困難な地域等（次のア～エに掲げる地域であって、その全部

若しくは一部について文化財保護法（昭和25年法律第214号）第109 条第１項

の規定による史跡名勝天然記念物の指定若しくは同法第110 条第１項の規定

による史跡名勝天然記念物の仮指定がされていること若しくは兵庫県文化財

保護条例（昭和39年４月１日条例第58号）第31条第１項の規定若しくは市町

の文化財保護に関する条例の規定による史跡名勝天然記念物の指定がされて

いること又は学術調査の結果等により、特別保護地区又は第１種特別地域に

準ずる取扱いが現に行われ、又は行われることが必要であると認められるも

のをいう。）内において行われるもの。 

ア 風衝地、湿原等植生の復元が困難な地域 

イ 野生動植物の生息地又は生育地として重要な地域 

ウ 地形若しくは地質が特異である地域又は特異な自然の現象が生じている

地域 

エ 優れた天然林又は学術的価値を有する人工林の地域 

また、土地の形状変更のうち、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定され

る廃棄物の最終処分場にあっては、廃棄物を埋立てることに加え、大規模な土地

の形状変更を伴うことが多く、自然風景に大きな影響を与える場合がある。 

廃棄物最終処分場にあっては、次のいずれかに適合する場合を除き、原則とし

て禁止するものとする。 

(1) 既に土石の採取等により地形が改変された土地において最終処分場を設置

する場合であって、修景等の措置により公園の風景の保護上、従前より好ま

しい状態を生ずることとなる場合 

(2) 当該公園区域内で生ずる廃棄物を処理することが主たる目的の施設であっ

て、当該普通地域外において設置することが、自然的、社会的その他の観点

から見て著しく不合理な場合 


